
内共第６号第５種共同漁業権遊漁規則の変更の内容 R6.8.19改正

（１３） かめや釣具　萩原店 097-556-9141
（１４） （１３）

第７条
（遊漁料の額及び納付の方法）

２ 遊漁料は次に掲げる場所又は組合が指定するオンラインシステムにおい
て納付しなければならない。ただし、当該遊漁をする場所において漁場監視
員に納付することができる。

２ 遊漁料は次に掲げる場所又は組合が指定するオンラインシステムにおい
て納付しなければならない。ただし、当該遊漁をする場所において漁場監視
員に納付することができる。

オンラインシステム　つりチケ、フィッシュパス

（１）～（１２）　（略） （１）～（１２）　（略）
（新設）
オンラインシステム　つりチケ、フィッシュパス

大分市萩原2丁目2-26

変更後 変更前

第７条
（遊漁料の額及び納付の方法）


